
 

   ○倉敷市グラウンド・ゴルフ場条例 

平成３１年３月２２日 

条例第２号 

（目的及び設置） 

第１条 グラウンド・ゴルフを通じて市民の心身の健全な発達を図るため，倉敷市グラウンド

・ゴルフ場（以下「グラウンド・ゴルフ場」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 グラウンド・ゴルフ場の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名称 位置 

倉敷市グラウンド・ゴルフ場 倉敷市有城５７０番地３ 

（事業） 

第３条 グラウンド・ゴルフ場は，第１条の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 

(１) グラウンド・ゴルフ場の施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の提供 

(２) グラウンド・ゴルフの普及振興に関すること。 

（指定管理者による管理） 

第４条 グラウンド・ゴルフ場の管理は，倉敷市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条

例（平成１５年倉敷市条例第５４号）に基づき，市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）にこれを行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務） 

第５条 指定管理者は，次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 施設等の使用の許可に関する業務 

(２) 施設等の維持管理に関する業務 

(３) 使用料の徴収に関する業務 

(４) グラウンド・ゴルフ場の設置目的を達成するための事業に関する業務 

(５) グラウンド・ゴルフ場の利用者の利便性を向上させるために必要な業務 

(６) 前各号に掲げるもののほか，グラウンド・ゴルフ場の運営に関する業務のうち，市長

のみの権限に関する事務を除く業務 

（指定管理者の権限） 

第６条 指定管理者は，指定が効力を有する間，次条から第１２条までに規定する市長の権限



 

を行うものとする。ただし，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１

項の規定により，管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命

ぜられた業務に係るものを除く。 

（供用時間） 

第７条 グラウンド・ゴルフ場の供用時間は，次の各号に掲げる期間に応じ，当該各号に定め

る時間とする。ただし，市長が特に必要と認めるときは，この限りでない。 

(１) ４月及び９月 午前７時から午後６時まで 

(２) ５月から８月まで 午前７時から午後７時まで 

(３) １０月から２月まで 午前８時３０分から午後５時まで 

(４) ３月 午前８時３０分から午後６時まで 

（休場日） 

第８条 グラウンド・ゴルフ場の休場日は，１２月２８日から翌年１月４日までとする。ただ

し，市長が必要と認めるときは，休場日以外の日において臨時に休場し，又は休場日におい

て臨時に開場することができる。 

（使用許可） 

第９条 施設等を使用しようとする者は，あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許

可を受けた事項を変更しようとするときも，また同様とする。 

２ 市長は，前項の許可に当たり，施設等の管理運営上必要と認めるときは，その使用につい

て条件を付することができる。 

（許可制限） 

第１０条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，施設等の使用を許可しない。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

(２) 施設等を破損し，又は滅失するおそれがあると認めるとき。 

(３) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか，施設等の管理運営上支障があると認めるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第１１条 市長は，第９条の規定により使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）が，

次の各号のいずれかに該当するときは，使用許可を取り消し，又は使用の制限若しくは停止

若しくはグラウンド・ゴルフ場からの退場を命ずることができる。 



 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(２) 使用許可の条件に違反したとき。 

(３) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。 

(４) 前条各号のいずれかに該当するとき。 

（入場の制限） 

第１２条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対しては，入場を拒み，又は退場を命

ずることができる。 

(１) 酩酊
めいてい

して他人に迷惑をかけるおそれのある者 

(２) 他人に危害を及ぼし，又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類
たぐい

を携行する者 

(３) 市長の許可なくして営業行為をなし，又は張り紙若しくは広告を行う者 

(４) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者 

(５) 前各号に掲げるもののほか，施設等の管理運営上支障があると認める者 

（使用料） 

第１３条 市長は，使用者から，当該使用許可の際，別表の規定により算定して得た額の使用

料を徴収する。ただし，市長において特別の理由があると認めるときは，別に納期限を定め

て納付させることができる。 

（使用料の不還付） 

第１４条 既納の使用料は，還付しない。ただし，市長が特に必要と認めるときは，その全部

又は一部を規則で定めるところにより還付することができる。 

 （使用料の減免） 

第１５条 市長は，特に必要と認めるときは，規則で定めるところにより，使用料を減免する

ことができる。 

（利用料金） 

第１６条 市長は，グラウンド・ゴルフ場の管理を第４条の規定により指定管理者に行わせる

場合において適当と認めるときは，指定管理者に施設等の利用に係る料金（以下「利用料金

」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の場合において，利用料金は，第１３条の規定にかかわらず，別表に掲げる額の範囲

内において，指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更

しようとするときも，また同様とする。 



 

３ 指定管理者は，前項の承認を受ける場合においては，あらかじめ，利用料金の額の案を作

成し，市長に承認を申請するものとする。 

４ 指定管理者は，第２項の規定により利用料金を定めたときは，直ちに公表するとともに，

グラウンド・ゴルフ場において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。 

５ 指定管理者は，第１項の場合において，市長の承認を得て定める基準により，利用料金の

全部若しくは一部を還付し，又は利用料金を減免し，若しくは別に納期限を定めて納付させ

ることができる。 

（販売行為等の制限） 

第１７条 使用者は，許可を受けないでグラウンド・ゴルフ場内において物品の販売又は金品

の寄附，募集等の行為を行い，又は行わせてはならない。 

（目的外使用等の禁止） 

第１８条 使用者は，許可を受けた使用目的以外に施設等を使用し，若しくは転貸し，又はそ

の使用の権利を譲渡してはならない。 

（造作等の制限） 

第１９条 使用者は，施設等の使用に際し，造作を加え，又は特別の設備を設置してはならな

い。ただし，あらかじめ，市長の許可を受けた場合は，この限りでない。 

（保安等の責任） 

第２０条 使用者は，施設等の使用に際し，施設等を善良な管理者の注意をもって管理すると

ともに，入場者の整理及び警備の責任を負うものとする。 

（原状回復の義務） 

第２１条 使用者は，施設等の使用を終了したとき，又は使用許可を取り消されたときは，直

ちにグラウンド・ゴルフ場の職員の指示に従い，施設等を原状に回復して返還しなければな

らない。 

２ 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは，市長は，使用者に代わってこれを執

行し，その費用を使用者から徴収する。 

（損害賠償） 

第２２条 施設等を破損し，又は滅失した者は，市長の指示に基づいてこれを原状に回復し，

又はその損害を賠償しなければならない。ただし，市長がやむを得ない理由があると認める

ときは，この限りでない。 



 

（使用者等の遵守事項） 

第２３条 使用者及び入場者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し，又は喫煙しないこと。 

(２) 施設等を破損し，又は汚損するおそれのある行為をしないこと。 

(３) 騒音を発し，暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(４) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。 

(５) 特に承認を受けた者以外は，所定の場所に備え付けた物件を移動させないこと。 

(６) 使用後は，速やかに原状に回復し，清掃すること。 

(７) 前各号に掲げるもののほか，グラウンド・ゴルフ場の職員が指示した事項 

（委任） 

第２４条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して７月を超えない範囲内において規則で定める日から施

行する。 

 （準備行為） 

２ 施設等の使用許可申請の受付その他の必要な準備行為は，この条例の施行の日前において

も行うことができる。 

別表（第１３条，第１６条関係） 

１ 施設の使用 

区分 単位 金額 

市内に住所を有す

る者 

市外に住所を有す

る者 

専用使用 

 

１コース１日につき ２５，０００円 ２５，０００円 

１コース半日につき １２，５００円 １２，５００円 

個人使用 一般・大学生 １人１日につき ５００円 ５００円 

１人１年につき １０，０００円 １５，０００円 

高校生以下 １人１日につき ３００円 ３００円 



 

１人１年につき ６，０００円 ９，０００円 

備考 

１ この表において，「専用使用」とは，グラウンド・ゴルフ場の１コース以上を専用す

ることをいい，「個人使用」とは，専用使用されていないコースを個人で使用すること

をいう。 

２ この表において，「１日」とは第７条に規定する時間をいい，「半日」とは同条に規

定する開場時間から午後１時まで又は午後１時から同条に規定する閉場時間までをいう。 

３ 使用時間若しくは使用期間が単位未満であるとき，又は使用時間若しくは使用期間に

単位未満の端数があるときは，当該単位未満の時間又は期間を１単位として計算する。 

４ 使用時間は，準備，使用後の整理及び原状回復に要する時間を含む。  

５ 金額には消費税及び地方消費税を含む。 

２ 附属設備の使用 

附属設備 単位 金額 

クラブ及びボール １式１日につき ２００円 

備考 金額には消費税及び地方消費税を含む。 


